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令 和 ３ 年 １ ０ 月 臨 時 会 

 

令和３年１０月１５日（金曜日） 
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政 策 推 進 監 兼 
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 矢 作   勲 税 務 町 民 課 長  堀 米 清 也 健 康 福 祉 課 長 
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農林振興課長併 
農業委員会事務局長  佐 藤 晃 一 商 工 観 光 課 長 
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 秋 場 弘 昭 生 涯 学 習 課 長   

 

◎ 議 事 日 程 

 

令和３年１０月１５日（金） 午前９時開会、開議 

 

 議事日程第１号 

   日程第１   会議録署名議員の指名 

   日程第２   会期の決定 

   日程第３   議案の上程 

     議第８５号  令和３年度河北町一般会計第７回補正予算について 

     議第８６号  河北町道の駅河北の指定管理者の指定について 

   日程第４   提案理由の説明 

   日程第５   議案の審議、採決 

     議第８６号  河北町道の駅河北の指定管理者の指定について 

     議第８５号  令和３年度河北町一般会計第７回補正予算について 

閉  会  

 

◎ 本日の会議に付した事件 

       議事日程第１号のとおり 

 

◎ 開   議 

午前９時 

○漆山光春議長 おはようございます。 

   本日の欠席通告議員は６番東海林信弘議員

であります。ただいまの出席議員数は12名で

あります。定足数に達しておりますので、令

和３年10月河北町議会臨時会を開会します。 

   直ちに本日の会議を開きます。 

   本日の議事日程はお手元に配付のとおりで

あります。 

○漆山光春議長 日程第１、会議録署名議員の指

名を行います。 

   会議録署名議員は、会議規則第123条の規定

により、議長から指名します。 

     ８番 松 田 收 作 議員 

    １０番 木 村 章 一 議員 

  の両名を指名します。 

○漆山光春議長 日程第２、会期の決定について

を議題とします。 

   お諮りします。本臨時会の会期については、

本日１日限りとしたいと思います。これに異

議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、本臨時会の会期は本日１日限りと

決定しました。 

○漆山光春議長 日程第３、議案の上程を行いま

す。 

   議第８５号 令和３年度河北町一般会計第

７回補正予算について 

   議第８６号 河北町道の駅河北の指定管理

者の指定について 
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   以上、２議案を上程します。 

○漆山光春議長 日程第４、提案理由の説明を行

います。 

   提案者から提案理由の説明を求めます。 

   「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 おはようございます。 

   本日、令和３年10月河北町議会臨時会を招

集いたしましたところ、議員の皆様には何か

とお忙しい中お集まりいただき、厚くお礼申

し上げます。 

   本日ご提案申し上げております議案につき

まして、提案理由の説明を申し上げます。 

   最初に、議第85号令和３年度河北町一般会

計第７回補正予算について申し上げます。 

   今回の補正予算は、新型コロナウイルスワ

クチンの３回目の接種の準備実施等に向け

5,829万9,000円を追加し、歳入歳出予算の総

額を118億5,103万2,000円とするものであり

ます。 

   それでは、歳出から順を追って申し上げま

す。 

   ４款衛生費の予防費では、新型コロナウイ

ルスワクチンの３回目接種の準備実施に向け、

必要な経費を追加するものであります。 

   ６款農林水産業費の農業振興費では、令和

３年産米の概算金の大幅下落を受け、農家の

経営安定のために緊急対策として県が発動し

た無利子融資に伴う利子補給の経費を追加す

るものであります。 

   ７款商工費の商工総務費では、町内の産業

活性化を創出する事業を支援するための費用

を追加するものであります。商業振興費では、

新型コロナウイルス感染症拡大による影響を

大きく受けている町内の飲食店及び飲食店に

飲食料品を卸している業者等の事業継続を支

援するための費用を追加するものであります。 

   10款教育費のサハトべに花費では、新型コ

ロナウイルス感染症拡大防止のため、サハト

べに花のトイレの洋式化と手洗い場の自動水

栓化の改修工事を行うものであります。 

   次に、歳入について申し上げます。 

   15款国庫支出金及び16款県支出金では、事

業の歳出額及び交付決定額に合わせてそれぞ

れ補正するものであります。 

   19款繰入金では、歳入歳出全体の調整のた

め、財政調整基金繰入金を増額するものであ

ります。 

   第２表債務負担行為については、災害・経

営安定対策資金に係る利子補給の実施及び河

北町道の駅河北の指定管理者の指定に伴い追

加するものであります。 

   次に、議第86号河北町道の駅河北の指定管

理者の指定について申し上げます。 

   同施設について、指定管理者の公募を行い、

審査した結果、株式会社かほくらし社を指定

管理者として指定するものであります。 

   以上、本臨時会に提案いたしました２議案

についてご説明申し上げましたが、ご審議の

上、ご可決賜りますようお願い申し上げます。 

○漆山光春議長 以上で、提案理由の説明を終わ

ります。 

○漆山光春議長 日程第５、議案の審議、採決を

行います。 

   お諮りします。議案が事前に配付されてお

りますので、審議の際の議案の朗読は省略し

たいと思います。これに異議ありませんか。 

   （「異議なし」の声あり） 

   異議なしと認めます。 

   よって、議案の朗読は省略することにしま

す。 

   議事の都合上、令和３年度河北町一般会計

第７回補正予算に関する議案について先議し

ます。 

   議第86号河北町道の駅河北の指定管理者の

指定についてを議題とします。 

   担当課長の説明を求めます。 
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   「佐藤商工観光課長」 

○佐藤晃一商工観光課長 議第86号河北町道の駅

河北の指定管理者の指定について説明申し上

げます。 

   現在、道の駅河北につきましては、施設全

体の管理について町で直接行っており、観光

案内業務等については河北町観光協会に業務

委託を行っております。 

   来年度に改修工事を行い、令和５年４月よ

り指定管理者制度で管理を予定しております。 

   この度、公募を行った結果、株式会社かほ

くらし社１社からの応募があり、指定管理者

候補者選定委員会で審査、選定を行いました

結果、株式会社かほくらし社を指定管理者候

補者として選定しましたので、指定管理者と

して指定をお願いするものでございます。 

   以上、よろしくお願いいたします。 

○漆山光春議長 担当課長の説明が終わりました。 

   質疑に入ります。 

   質疑の通告を求めます。 

   （４番、10番の通告あり） 

   ４番、10番、落ちありませんか。 

   それでは、「４番佐藤修二議員」 

○４番（佐藤修二議員） 道の駅の指定管理につ

いてでありますが、指定管理されるそのかほ

くらしについて、いろいろ資料もいただいて

いるんですが、その経営の指標といいますか、

をずっと見ていきますと、かほくらしが道の

駅河北を、ぶらっとぴあですね、これを経営

していくこの５年間の支出、いろいろ計画と、

こういうふうに見ていきますと、どうも人件

費の部分に対して地域おこし協力隊を雇うと。

つまり、地域おこし協力隊というのは、町の

いろんな第１次産業のものを拡販、売るとか、

あるいは観光を振興するとか、いろんな町の

ためにそういうことをやると。このかほくら

し自体もそういう部分もあるわけですけども、

どうもここから見ると、国からいただいた最

高額470万となっていますが、それでかほくら

し、道の駅でその人で使うということ自体が、

どうも民間企業の人件費削減のために、地域

おこし協力隊という国の制度を利用してこの

民間企業を助けることになるような形にしか

感じられないんですが、こういったやり方で

国の制度を利用して民間企業を応援するよう

な、人件費削減のために使うようなやり方が

果たして合法なのかちょっと心配な点があり

ますので、その点について一つお伺いします。 

   その次に、町からいただいた資料で、先般、

改修工事基本設計とかというので設計を頼む

みたいなこともありますけれども、この道の

駅、これ、今後のことを考えてもこれからど

うやっていくのかって。設計を入れていくと

いうことは、あそこ大幅な、今から大改修工

事をやろうという計画なのか、以前ですと、

そこを指定管理されたところが大体設備して

いらっしゃるようですが、今回もかほくらし

さんが指定管理を受けたらそこが全部工事ち

ゃんとするのかどうなのか、ちょっと不安で

あります。 

   ただ、この計画書を見る限りには、そうい

う、かほくらしさんが道の駅に対する工事み

たいなものは支出のところに全然出てきませ

んので、ここが工事するんじゃないとすると、

町がやるのかなと思うんですが、それが一体

幾らぐらいかかって、何をどういうふうにや

ろうとしているのかが全然見えないので、こ

の道の駅の今後も含めて、以上２点をお尋ね

しておきます。 

○漆山光春議長 「佐藤商工観光課長」 

○佐藤晃一商工観光課長 地域協力隊の派遣とい

うか仕事についてですけれども、こちらにつ

きましては、一般企業と違いまして、地域商

社という特殊な会社というふうに理解してお

ります。 

   また、今回、昨年、今年、来年と予定して
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おります地方創生交付金につきましても、そ

の内容で地域商社の設立及び人材育成、運営

体制の強化というふうなところでも支援をし

ているところでございますので、その事業内

容によりまして、地域協力隊で対応できるも

のとできないというふうに思われるものもあ

るかと思いますので、その辺につきましては、

聞き取り等精査を行いながら、地域協力隊と

して活動できる範囲内で支援をしてまいりた

いというふうに考えているところでございま

す。 

   その改修工事でございますけれども、こち

らにつきましては、今年の３月に議会のほう

にも示したと思うんですけども、道の駅のま

とめというふうなところでご説明をさせてい

ただいているというふうに理解しているとこ

ろでございました。 

   その中で、整備計画という項目がありまし

て、町が整備する部分、あとは指定管理者が

整備する部分というふうに分けた形でご説明

をさせていただいております。 

   また、今回計画より若干遅れましたけれど

も、改修工事に伴う設計業者の選定も決まっ

たところでございますので、町としては、今

後基本設計、実施設計を行いながら改修工事

を進めてまいりたいというふうに考えており

ます。 

○漆山光春議長 「４番佐藤修二議員」 

○４番（佐藤修二議員） その地域おこし協力隊

のできる部分とできない部分があるというこ

とで、どういうことはできてどういうことは

できないのかを、ちょっとよく説明していた

だきたいんですが。 

   ただ、いろんな計画を見ると、何人雇うと

いうふうなこの道の駅の構想の中に、地域商

社として町の１次産業を、国内、国外を含め

て売るということであれば、地域商社にそう

いう意味での仕事は、地域おこし協力隊とし

ての仕事はあるかと思うんですが、これで見

る限り、道の駅として雇うということであり

ますから、道の駅の仕事としてどういう部分

ができてどういう部分ができないという区分

けをひとつはっきり説明していただきたい。 

   それと、地域おこし協力隊というものの、

基本的に何のためにあるのかと。国の制度。

私なりにちょっと調べたところ、要するに日

本の過密の地域から過疎の地域にということ

で、過疎の人口減ということに対して、地域

でのそういう仕事を１年から３年の間にそう

いう人たちを過密地域から派遣していって、

その人たちがそこで仕事を３年間の間に定着

させて、その人たちが定住するというのが目

的と。つまり、人口減の過疎地域あるいは減

のところの国のバランスを取ろうということ。 

   ここの雇っている人たちの計画を見ると、

そんなことでなくて、何年間でやめるという

けれども、最初に２人くらいですが、その人

たちは定住してくださるんですか。その後ま

た４人になるとか何とかって。この人たちも

定住してくださるんですか。そういう計画に

なっているんです。要するに、定住をしなき

ゃ意味ないんですよ。この人たちがここに来

て、地域おこししながらいろんな産業をして

いって、そしてその人たちがここに仕事場を

求めて、そしてここに定住していくというこ

とが、最終的な地域おこし協力隊の国の制度

なんですよ。 

   もちろん、期待していますよ。定住してく

ださると、私。そういう方向に行くんでしょ

うか。それについて２つお願いします。 

   先ほど言いました、どういう仕事ができて

どういう仕事ができないのかということの分

けをどういうふうにしているのか。それから、

定住してくださるのかどうか。ここの２つに

ついてお尋ねします。 

○漆山光春議長 「宇野まちづくり推進課長」 
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○宇野勝まちづくり推進課長 地域おこし協力隊

の基本的なところについてお答えさせていた

だきます。 

   地域おこし協力隊につきましては、議員お

っしゃいますように、都市地域からいわゆる

過疎地域等条件不利地域に移住していただい

て、最終的には１年あるいは３年の任期終了

後、定住していただくというのが目的でござ

います。 

   その活動内容としましては、地域ブランド、

あるいは地場産品の開発、販売、ＰＲ等、い

わゆる地域おこしの活動、支援ですね。ある

いは農林水産業の従事、住民支援と、こうい

ったところまで入ってまいります。 

   したがいまして、道の駅河北につきまして

も、一定程度の地場産品の開発あるいは物販、

ＰＲ、こういった部分では可能かなというふ

うに考えます。 

   また、定住でございますけれども、これま

で地域おこし協力隊を卒業といいますか、４

人の方なさいましたけれども、残念ながらそ

のうち１人しか今のところ定住してございま

せん。 

   地域おこし協力隊を決めるに当たりまして、

定住の意思も確認をしているところでござい

ます。その後３年間の間に自ら起業するなり、

あるいはこの町あるいは近隣に就職するなり

と、そういった支援も行ってまいります。国

の制度としてそういった起業支援、業を起こ

すほうの支援でございますけども、そういっ

たメニューも用意されております。 

   そういった意思確認をしながら、地域おこ

し協力隊の方々には頑張っていただいて、と

いうのが現状でございます。（「すみ分けに

ついて。仕事のすみ分けについて」の声あり） 

○漆山光春議長 「佐藤商工観光課長」 

○佐藤晃一商工観光課長 まだ具体的な仕事内容

につきましてはかほくらし社のほうからお伺

いはしておりませんけれども、地域協力隊と

して採用するに当たりまして、その仕事内容

を確認しながら、一般企業で言う営利を目的

としたものに特化したようなものであれば難

しいのではないかというようなところを確認

して、その地域商社として採用するかしない

かというところを決めていかなければいけな

いのかなというふうに考えております。 

○漆山光春議長 「４番佐藤修二議員」 

○４番（佐藤修二議員） 言っていることはさる

こと、そのとおりで、私とも考えが一緒なの

で。 

   これ、地域商社のこの経営計画を見ると、

かほくらしから始まり、アンテナショップも

道の駅も全部やるわけでありますが、この道

の駅自体に２人とか４人とかという、地域お

こし協力隊の人の人件費というのも見てやる

んですね。 

   ですから、勘違いされないか心配なんです

ね。地域商社として第１次産業あるいは農業

の部分を販路を広げたりいろんな地域おこし

をすると、町の１次産業を支えたりするとい

う部分だったら分かるんですが、道の駅で勤

めるということになると、どうもそういう部

分が欠けて、道の駅の営業の、上にレストラ

ンがあったりいろいろするわけでありますが、

そういうところの人件費削減のためにこうい

う制度を利用しているんじゃないかと捉えら

れないように、しっかりこの人たちが、雇う

人がそういった基本的な線に沿った地場産業

の育成、観光振興にしっかり図っていただき

たい。誤解されないように、単なる人件費削

減のためにこういう制度を利用しているとい

うふうに捉えられないようにしてほしい。 

   そうでないとやっぱり問題あるかというふ

うに思いますし、先ほど言ったとおり、定着

を図ってほしい。この人たちがここにいて、

産業を興して、あるいは何らかの起業をして、
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そして定着をしてほしい。そういうことが町

の人口減に少しでも、何人かでも、１家族、

２家族という形が町に定着していただけるよ

うに、ぜひ努力をしていただきたいというこ

とを申し上げて、質疑は終わります。 

○漆山光春議長 以上で、４番佐藤修二議員の質

疑を終わります。 

   次に、「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 議86号ですね。道の駅

河北の指定管理者の指定は、提案では、令和

５年の４月１日から５年間ということであり

ますけれども、そうした場合に、令和４年度、

令和５年の３月31日までの間の道の駅はどう

なるのかと。 

   説明もあって、工事しながらというふうに

なるんですが、その間の道の駅の在り方です

ね、町民からちゃんと道の駅が存在していて

というふうな、その在り方をどういうふうに

していこうというふうに考えているか。 

   さらに、道の駅そのもののＰＲといいます

か、時間がもう、本格オープンから、閉じて

からだいぶなる中での道の駅の存在感を改め

て高めていくというためのＰＲも必要ですが、

そういった努力を誰がするのか。ＰＲしてい

く努力ですね。そのかほくらし社に任せるの

か、町がやるのか、その辺のところを明確に

して、ちゃんと完成したときには大いに期待

が高まってわっと町民も、町外からも利用者

が集まるというふうなことにするための努力

を誰がするのか。このことについて、お聞き

したいと思います。 

○漆山光春議長 「佐藤商工観光課長」 

○佐藤晃一商工観光課長 計画では、令和４年度

につきましては改修工事に入りますけれども、

可能な限り完成に近づけていく形を皆様方に

見ていただきながら営業していくというふう

なことで、計画はしているところでございま

す。 

   今回、設計業者が決まりましたので、その

方とも相談をしながら、どこまでですと営業

可能かというところも一緒に検討しながら具

体的に決めていきたいと思っているところで

ございます。できれば皆様方、そこを通る方、

利用する方々からだんだん完成していく姿を

見ていただけるような運営の仕方をしていき

たいというふうに考えているところでござい

ます。 

   また、そのＰＲでございますけれども、７

月に道の駅のまとめというふうなことで町報

のほうに掲載させていただきましたけれども、

また、先日、山形新聞社さんのほうから今日

のことにつきまして記事を出していただいた

ところでございます。 

   また、今後でございますけれども、基本設

計が固まった段階等々におきまして、段階的

に町のほうで、まずは令和５年４月１日に向

けまして、町報またはホームページ等々で、

町民の皆様方にその進捗状況等につきまして

報告していきたいというふうに考えておりま

す。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 令和５年の３月までの

間、これまでは観光協会に下のほうの管理と

いいますか、をお願いしておりましたが、そ

れはそのまま続けていくのかどうかですね。 

   これまで、とにかくまずは扉を開けるとい

う、オープンといいますか、そういう意味で、

商工観光課がそこに行って全体を管理しなが

ら１階の部分の管理については観光協会に頼

んでおったわけですが、そんな在り方を今度

はどうしようとしているのか。 

   要するに、この道の駅、指定管理は再来年

の４月からになりますから、その間のこの１

年間ですね、どうしようとしているかちょっ

と明確なイメージを出すということと、それ

と裏腹かと思うんですが、新たな道の駅では
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ワイナリーとか、それから試飲コーナーとか

を考えていると。道の駅、ドライバーが寄る

ところなので、試飲はいかがみたいなことが

どうしてもついて回るんですね。 

   その辺をなるほどと思わせるような案内な

どをあらかじめしていかなきゃいけないんじ

ゃないか。そのことをよく考えてしっかりと

アピールしていく仕事を誰がするのかという

ことをお聞きしているんですが、いかがでし

ょうか。もう一度お聞きします。 

○漆山光春議長 「佐藤商工観光課長」 

○佐藤晃一商工観光課長 来年度の営業につきま

しては、基本的には、今までの計画の中では、

指定管理者となる人から令和４年度は営業し

ていただきながら慣れていただこうというふ

うなことで、計画はしていたところでござい

ます。 

   ただ、今回、指定管理者が決まりましたの

で、その指定管理者と協議を行いながら、で

きれば指定管理者側、今回、指定管理者の方

に令和４年度は業務委託というふうな形でお

願いできればというふうに考えているところ

でございます。 

   また、その試飲というふうなところでござ

いますけれども、そちらにつきましては、さ

きの検討委員会の中でも話題になりまして、

そのときに、国県の方々の同席をいただきな

がら検討委員会を行ったわけですけれども、

ほかの道の駅の施設でも、例えば西川町の地

ビール等々、アルコールを出す施設もあるの

で、そちらについてはまず道の駅の施設とし

ては問題ないというふうなお話はいただいた

ところでございますけれども、やはりドライ

バーさんにつきましては、アルコールの摂取

はご遠慮いただくというふうな形での広告は

していかなければいけないのかなというふう

に思っております。 

○漆山光春議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 明確に申し上げます。 

   来年度については、先ほど佐藤課長言いま

したけども、委託を考えております。委託先

は、指定管理は再来年からですけれども、来

年は委託を考えているということです。 

   その委託先はこれから検討ですけども、ご

可決いただければ、再来年から指定管理を受

けていただくかほくらし社のほうと委託とい

う形で調整を進め、来年の予算の中で反映し

ていきたいということでございます。 

   あと、酒類についてですけども、今回の検

討する過程においては、いろいろ関係者から

も、道の駅というところとアルコールという

ところにやっぱりご懸念等も検討過程では出

ましたので、それについては検討します。先

ほど答弁したとおりですけども。 

   基本的にはアルコールの提供をしつつ、ド

ライバー向けという、必ずしもドライバー向

けでもないんですけども、アルコールではな

い人ということも含めて、地場のソフトドリ

ンクですね、特色のあるソフトドリンクの開

発もしていくというようなこともいろいろこ

れから検討いただくと。アルコールを取れな

い方も楽しんでいただける道の駅にというこ

とで検討しているところでございます。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 試飲コーナーへの努力、

研究については分かりました。 

   その令和４年度中の業務委託によるオープ

ンですね、ここについては、その先にフルオ

ープンする道の駅をほうふつとさせるような

そういったことの展開なども行って考えて、

できるだけ、スペースも工事なんかも入りな

がらですからいろいろと難しいところがある

んでしょうが、でも今も観光協会で努力はし

ていただいているんですが、それよりはずっ

とバージョンが上がるような、そういったオ

ープンの仕方というのをいろいろ考えていく、
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そういったことなんかも考えているのかどう

か、ぜひそういうふうにしてほしいんですけ

れども、その辺はいかがでしょうか。 

○漆山光春議長 「佐藤商工観光課長」 

○佐藤晃一商工観光課長 改修工事の設計にも関

わるかと思いますけれども、先日プレゼンを

いただきまして改修設計の業者が決まったわ

けですけれども、そちらの提案を見ますと、

今よりは明るい、イメージアップの提案とい

うふうなことになっておりますので、それと、

あとは町の考え、あとは指定管理者と３者の

ほうで、今後の改修工事の内容につきまして

詰めていって、よりよい施設にしていきたい

というふうに考えております。 

○漆山光春議長 以上で、10番木村章一議員の質

疑を終わります。 

   以上で質疑を終結します。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第86号河北町道の駅河北の指定

管理者の指定については、原案のとおり可決

しました。 

○漆山光春議長 次に、議第85号令和３年度河北

町一般会計第７回補正予算についてを議題と

します。 

   質疑に入ります。 

   歳入歳出全款についての質疑の通告を求め

ます。 

   （４番、８番、10番の通告あり） 

   ４番、８番、10番、落ちありませんか。 

   それでは、「４番佐藤修二議員」 

○４番（佐藤修二議員） それでは、12、13ペー

ジからお尋ねします。 

   まず１つは、商業振興費の中の商業振興費、

飲食店等の持続化の件でありますが、これに

ついて、前回、飲食店だけにかかわらず、企

業のコロナ禍による売上げ30％以上減の人に

対するということで、町で取組をやったわけ

でありますが、あの時はたしか、記憶では

6,000万ぐらいの予算を用意していたんです

が、実際は半分以下、二千数百万だったよう

な気がするんですが。 

   実際、町のもくろみより随分外れてしまっ

たことには、何が悪かったのかということに

は、30％というのはハードルが高かったとい

う話もあるんですが、私はそればっかりじゃ

ないとは思うんですが、そこをどのようにそ

ういう経験を生かして、今回のこういうふう

な飲食店に対する支援を考えて、生かしてい

るのか、前回の経験をどういうように生かし

ているかについて、お尋ねをしたい。 

   それからもう一つ、飲食業と飲食業に対す

る卸ですけれども、例えば酒屋さんとか、い

ろんな八百屋さんとかの卸をしているところ

はもちろん分かる、そこまでやってくださる

というのは、ああなるほどなという部分はあ

るんですが、例えば、うちの町で考えますと、

あら玉さんとか朝日川さんとか、酒を造って

いるところもあるわけですね。こういうとこ

ろもやっぱりかなり落ち込んでいるのですが、

そういうところは、卸業者と言えば卸すとこ

ろではあるんでしょうが、飲食店に直接売っ

ているわけではありませんので、そういうと

ころは入るのか入らないのかについて。 

   それから、同じページでありますが、サハ

トべに花のトイレなどの改修工事であります

が、大体トイレで何基、それから手を洗うと

ころですね、自動にすると、そこが何基を考

えていらっしゃるのか。 

   以上、２点についてお尋ねします。 
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○漆山光春議長 「佐藤商工観光課長」 

○佐藤晃一商工観光課長 12ページの河北町飲食

業等持続化支援金の件でございますけれども、

こちらにつきましては、前回、業種を絞らな

いで行った場合ですけれども、結果としまし

て119件の2,200万ほどの支出というふうなこ

とになったわけですけれども。 

   今回、そのパーセンテージを30％にするか

というふうなところにつきましても検討させ

ていただきましたが、県のほうでも、持続化

支援金の給付というふうなものも行っている

ところでございます。こちらにつきましては、

50％というふうなことでやっておりますので、

前回30％にしたというところもありましたの

で、今回も30％にさせていただいたというふ

うな経緯があるところでございます。近隣市

町村の動向も見ながら、そのパーセンテージ

につきましては設定させていただいたという

ふうなことになっております。 

   また、今回につきましては、飲食業と飲食

業のほうに卸をしている業者というふうなこ

とに限らせていただいたわけでございますけ

れども、こちらのほうが特に影響を受けてい

る業者というふうなことで判断させていただ

いております。 

   酒を造っている業者につきましても該当す

るのかというふうなことでございますけれど

も、直接飲食業のほうに卸をしている場合は

該当するというふうなことで考えているとこ

ろでございます。 

○漆山光春議長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場弘昭生涯学習課長 サハトべに花のトイレ

の改修でございますが、提案理由にもありま

した洋式化であります。 

   サハトべに花には図書館も含め６か所のト

イレがございます。その洋式化ということで

全部、更新も含め32台であります。あと、手

洗い水栓の自動化については34か所でござい

ます。 

○漆山光春議長 「４番佐藤修二議員」 

○４番（佐藤修二議員） 飲食店のことに対する

支援についてでありますが、私は逆に30％と

いうのがハードルとして高いとは思ってない

ですね。やっぱり、ある程度の売上げが落ち

た人を支援するという制度ですので、それを

もっともっと下げたら意味がなくなってしま

う。だから私は30でも50でも高いとは思わな

いんですが、要するに額が少なかったですよ。

私が思うには。額が少なかったです。支援す

る額が少なかった。 

   私よりちょっとこういうのがあるというこ

とで飲食店にも行って、今度また飲食店に対

するこういうのを町で考えているよというお

話をしたんですが、前回どのぐらいだっけと

いうことで、10万ぐらいだったという話……

10万というと、家賃の１か月分払うとほとん

ど残らないと。要するに、家賃１か月分を補

助して、ほとんど残らないという二言、自分

で家賃を払わなくてもいい人は、それはそれ

なりに10万も生かせるかもしれんけれども、

家賃払ってやっている人にとっては、もらわ

ないよりはもらったほうが嬉しいんでしょう

けれども、非常に少額だという意見なんです。 

   だから前回30％なら30％でもよかったんで

すが、もっと金額を上げるべきだったと、私

はそういう、30のが低いんじゃなくて、支給

する額、それに対するパーセント、対する補

充が幾らするかという部分が少なかったんじ

ゃないかなというふうな気がするんですが、

そういう意味でやっぱり、確かにもらわない

よりはもらった方がありがたいんだけどもと

いう意見として、そういう声があるというこ

とをぜひ分かってほしい。 

   私が行った店からはそういう、家賃１か月

分払うとほとんど残らないと。10万円ぐらい

いただいて、ありがたいんだけども現実はそ
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うだよという声がありましたので、その声だ

けはお届けをしておきたいと思います。 

   それから、サハトべに花に行きますけれど

も、ちょっとここに計算機持っていないから

１基どのぐらいで見積もっていらっしゃるの

かちょっと計算できないんですが、かなりの

金額なんで、どのような積算なのか、おおよ

そでいいです、トイレ１基当たり三十何か所

で幾ら、１基当たり幾ら。手洗いも三十何か

所で１基当たり幾らということの積算でこの

数字がはじき出されたという部分をお示しし

ていただきたいなと思います。 

○漆山光春議長 「森谷町長」 

○森谷俊雄町長 答弁求められてないわけですけ

ども、そこの全般のところ、１点だけちょっ

と私から申し上げたいと思います。 

   １つは、今、家賃の話ございました。今回、

30万円という限度額、ここを設定するに当た

っては、第１弾の業種を限らないところの

30％以上、あと、額ということをベースに置

きながら、近隣云々もありますけども、それ

を町としての施策をベースに置きながら、よ

り、この７、８、９の夏場の第５波のところ

についての手当てをどうするかということで、

絞った形で、春のときと同じ水準の支援をし

たいというのが基本です。 

   家賃の部分ですけども、これは県の９月補

正において、これは県のほうで50％以上にな

るんですけども、法人については40万円。家

賃とかそういった固定経費ですね。固定経費

のところに対する手当ては50％以上というこ

とではありますけども、県のほうの手当てが

法人で40万。個人事業者で20万というような

新たな制度が、これも７、８、９の売上げに

沿った手当てがありますので、町としては、

家賃を払わなきゃならない事業者さんもいら

っしゃるというのは承知していますけれども、

大方、県全体あるいは都市部と比べると、そ

ういった固定経費は比較的少ない事業者さん

が多いだろうと。ただ、そこに対する手当て

はしっかりしなきゃならないということで制

度させていただいたところでございます。 

   答弁求められているかという、ちょっと迷

いましたけれども、そこに対する県の手当て

も含めて今回の予算を検討させていただいた

ということだけ、お話しさせていただければ

と。 

○漆山光春議長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場弘昭生涯学習課長 サハトべに花の今回ト

イレの洋式化ということで、合わせて32台な

んですが1,600万の工事であります。単純に32

で除して、割れば50万ということになります

が、工事費等々、諸経費も入ってきますので、

1,600万の中で32台の更新をということであ

ります。 

   併せてトイレの自動洗浄水栓化ということ

ですけども、320万ほどのことですので、34

か所、１か所当たり９万4,000とか10万弱のと

いうことですが、これも工事費、諸経費等々

を含めましてということでありますので、34

か所を割れば９万4,000円ほどということに

はなりますが、合わせて1,952万5,000円の工

事の中でトイレの洋式化、手洗いの自動化と

いうことの工事であります。 

○漆山光春議長 「４番佐藤修二議員」 

○４番（佐藤修二議員） 飲食業を営む人の苦し

い心の一端を申し上げたところでありますが、

確かに、県からもそういうことがありますし、

町からとあっての頂いている業者の方は非常

にありがたくは感じているそうですが、現実

はなかなか苦しいというのが現実だというこ

とを分かっていただきたく、申し上げたとこ

ろであります。 

   質疑は終わります。 

○漆山光春議長 以上で、４番佐藤修二議員の質

疑を終わります。 
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   次に、「８番松田收作議員」 

○８番（松田收作議員） それでは、私から２点

ほどお伺いします。 

   11ページ……。 

○漆山光春議長 松田議員。マイク近づけてくだ

さい。 

○８番（松田收作議員） 11ページ４款１項２目

ですね。 

   ワクチンのことでは、前回高齢者等の方々

に関しても約90％というようなことを聞いて

おります。今回、第３波のあれでは、３波と

いうか、３回目のワクチン接種を検討されて

いるということでございますけれども、高齢

者の実際の際も90％、大体今回の予算のあれ

では大体何％ぐらいの方々が考えておるのか、

それをまずお聞きしたいと思います。 

   それからもう１点、13ページ７款１項２目。 

   ２目の中で950万かな、と、それから同じ目

の中に1050万という、２項目同じ款項節目で

していますけれども、これ２つに分けたとい

うことはどういうことかな。 

   それからこの中では、飲食業のことは書い

てあります。町長の提案理由の中でも書いて

ありますけども、今、本当に騒がれています

けれども、観光業ってそういうことのあれは

考えられなかったのかどうか、これをお聞き

したいと思います。 

   ２点ほどお願いします。 

○漆山光春議長 「堀米健康福祉課長」 

○堀米清也健康福祉課長 ワクチンの３回目接種

の関係でございますが、今回の３回目の接種

の対象者というのが、２回接種された方が対

象になりますので、その方々にご案内を差し

上げるということになるかと思います。 

   何％を考えているかということでございま

すが、そこまでは考えておりません。ただ、

２回接種された方全員に接種していただきた

いというような形でご案内はさせてあげたい

というふうに思っているところでございます。 

○漆山光春議長 「佐藤商工観光課長」 

○佐藤晃一商工観光課長 12、13ページの商工費

でございますけれども、こちらにつきまして

は、商工総務費の中の７款１項１目の中の補

正と２目の中の補正でございまして、事業自

体がまるっきり違うものというふうなことに

なっております。 

   １目のほうの活力と魅力ある産業企業支援

事業費補助金、こちらにつきましては、かほ

くスリッパのほうのホームページの多言語化

をするための補助金というふうなことで、補

正予算をお願いするものでございます。 

   ２目の商業振興費の河北町飲食業等持続化

支援金につきましては、先ほど来ご説明のと

おりの内容というふうになっております。 

   また、観光についての補助はというふうな

ご質問でございますけれども、こちらにつき

ましては、今回の補正ではございませんけれ

ども、これまでも交通事業者等支援金という

ふうなことで２回ほど観光に携わる方々に対

するご支援をさせていただいているというふ

うなことでございます。 

○漆山光春議長 「８番松田收作議員」 

○８番（松田收作議員） かほくスリッパのとい

うことですね。 

   でもこの１目、２目ともですけれども、や

っぱり観光業ということに関しては、全然、

頭の中というか、全然中には入らなかったん

ですか。今、盛んにテレビ等でもやっぱり観

光業の支援策ということが言われております

けども、これ、全然考えになかったのかどう

か、まずお聞きしてみたいと思います。 

   それから、コロナのほうですけども、約90％

の方、それから12歳以上の方々も全部含めて

も約90に近いということですけども、これ、

そのパーセントに入らなかった方々が本当に

大変だというようなことも聞いていますけど
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も、その辺もこの予算の中には考えられなか

ったのかどうか、ちょっとその辺もお聞きし

たいと思います。 

○漆山光春議長 暫時休憩します。 

     休 憩  午前９時５２分 

     再 開  午前９時５３分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

   「堀米健康福祉課長」 

○堀米清也健康福祉課長 ワクチンの接種につき

ましては、これはあくまでも強制ではなくて

いわゆる希望でございます。ワクチンを受け

たくても受けられない人も確かにいるかと思

います。受けたくない方もいらっしゃいます。 

   そういったことで、今回は、３回目の接種

については２回接種された方が対象というこ

とにはなっているところではございますが、

まだ１回しか打っていない方、１回も打って

いない方でこれから受ける方もいらっしゃい

ます。 

   一応、集団接種は今月いっぱいで終了した

いというようには考えておりますが、１回目

あるいは２回目の接種を希望される方につい

ても、４月の28日が一応期限になっておりま

す。そこにつきましては、個別接種でご案内

したいということで……失礼しました、令和

４年の２月の28日です。失礼しました。令和

４年の２月の28日が期限になっておりますの

で、そこまでは個別接種で医療機関のほうに

ご案内、医師会と協議させていただいており

ます。医療機関のほうに紹介させていただき

たいというようには考えているところでござ

います。 

○漆山光春議長 「佐藤商工観光課長」 

○佐藤晃一商工観光課長 観光に対する支援とい

うふうなことでございますけれども、先ほど

もお話ししま……繰り返しになりますけれど

も、河北町のほうでは、観光に携わる事業者

となりますと、貸切りバス、タクシー等々に

なるかと思います。そちらの業種につきまし

ては、これまでも２回ほど先行して支援をさ

せていただいているところでございます。 

   また、県におきましても、９月補正の中で、

貸切りバス、タクシーについての地域公共交

通事業者緊急支援事業というふうなものを予

算化しておりますので、こちらのほうも鑑み

まして、今回はそちらのほうでなくて、その

飲食業のほうにまた支援をさせていただいて

いるというふうな考えでございます。 

○漆山光春議長 「８番松田收作議員」 

○８番（松田收作議員） それでは、その観光業

のほうから申し上げます。 

   先ほど、４番の佐藤議員からも、予算化し

て給付額がちょっと少ないんじゃないかとい

うようなあれですけども、観光のほうでも、

今までもう１年何か月以上も休ませている。

さらにまた、修学旅行なんかではもう今度は

規模が小さくなっている。そういうことで、

かなりそちらのほうもきゅうきゅうとしてい

る事情が分かりますので、その辺もよく考え

てもらいたいと思います。 

   これ、前にしたからいいとなるということ

ではなくて、もう少し、業者の方々とかそう

いう方々の声なども取り入れていただければ

なと思います。この件については終わります。 

   それから、先ほどの第３回目のあれですね。

２回目の方々にしたからいいんじゃないかと

いうような、そういうふうに聞こえる方もご

ざいます。それから、これからは個別接種で

ということもただいま説明ありました。 

   しかし、75歳以下の方々ですね、先ほど俺

90％と言いましたけれども、全部総計すれば

そのぐらいになるかなと思ったんでしたけど

も、調べてみたら、以下の方々はもう六十何％、

70％ぐらいなんですよ。３人に１人、４人に

１人がなってない、この方々のほうがかなり

問題があると思うんですよ。 
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   ですから、その方々のあれして、受けるよ

うな教育というかな、広報というか、そうい

うことも大事にやっていただければなと思う

んですけれども、その辺ちょっともう一回お

聞きしたいと思います。 

○漆山光春議長 「堀米健康福祉課長」 

○堀米清也健康福祉課長 集団接種、今月いっぱ

いでは終了するところではございます。町報

等にも出させていただく予定ではおりますが、

一応集団接種は終了させていただきますけど

も、今後、いろいろ考え方が変わって、接種

したい、希望したいという方は受け付けるこ

とにしております。 

   ワクチンの接種はあくまでもこれは強制で

はございませんので、強く受けろだとかそう

いったことは、我々は申し上げることはでき

ないかと思っています。 

   70％という、この間示したものについては、

うちのほうで集団接種で受けられる方を一応

は考えているところでございますので、若い

方については、職域接種とか大規模接種で、

町の集団接種以外で受けられている方もいら

っしゃるというようにも聞いておりますので、

そこら辺の集計がちょっとまだできていない

ところではございますが、そういったところ

でのパーセンテージとしては上がってくるだ

ろうというふうには思っております。 

   希望される方も、集団接種終了後も個別接

種で受け付けるということだけはご理解いた

だきたいというふうに思っております。 

○漆山光春議長 以上で、８番松田收作議員の質

疑を終わります。 

   次に、「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 10ページ、４款１項２

目、私もそのワクチン接種についてなんです

けれども、３回目のワクチン接種の体制をつ

くるという予算ですが、概略ですね、いつ頃

から始めると、８か月以上たったところとい

うのですが、いつから始めると、どこでやろ

うとしているのかなどについての概略につい

て説明を求めたいと思います。 

   あと、今、８番議員からの質疑がありまし

たが、１回目から２回目がまだな人への対応

で、民間の医療機関を考えているということ

ですが、受けないと心に決めている方もいら

っしゃったり、そうでなくて、いろんな事情

で、体がまだ受けられないとか、そういう事

情の人もいると思うし、受けないつもりでい

た人も気が変わるということもあるのに対応

するための、ここで受けられますよというと

ころを、できるだけ明確に分かりやすく示し

てあげると。この医療機関でこんな時間帯だ

と受けられるとか、こんなふうに予約受けて

いますよみたいなことを、できるだけ分かり

やすく示してもらいたいと思うんですが、そ

ういう考え、準備はあるのかどうか、お聞き

しておきたいと思います。 

   それから、12ページ、７款１項２目河北町

の飲食業等の持続化支援金でありますけれど

も、このコロナ禍の下で、町内の料飲業者の

状況というのはどのように把握されているの

か、非常にご苦労なさっているとは思うんで

すが、廃業とか何かそこまで至らず、何とか

頑張っていただいているなんていう状況なの

かどうなのか、その辺はどのように把握して

いるかお聞きしておきたいと思います。 

   この支援金の概要についてもちょっと数字

等で、こんな場合にこうだというところのこ

とについて、説明を改めて求めたいと思いま

す。 

   それから、12ページ10款４項５目のサハト

べに花、自動水栓化とあとはトイレの洋式化

で、数量等は４番議員の質疑で分かりました。 

   いずれも、最新式にした場合、停電になっ

たときに使えるかどうかですね。当然、サハ

トべに花、公共施設ですから、停電時も町民
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がそこに避難するとか何かして、使いたいと

いう大事なときに電気が使えないと出ないと

か、トイレも流せないとかなんてなると非常

に困るので、それは当然考えていると思うん

ですが、一応確認のため、お聞きしておきま

す。停電時使えるかどうか。 

   以上、お聞きします。 

○漆山光春議長 「堀米健康福祉課長」 

○堀米清也健康福祉課長 ３回目の追加接種につ

きましては、議員全員協議会で皆様にご説明

させていただきましたけども、２月の８日か

ら一応開始を考えております。サハトべに花

でということで、集団接種でございます。 

   これまでと同じようなやり方で、まず希望

するかどうかをご案内差し上げまして、返信

していただいた方にクーポン券、それから接

種日をはがきでという形で、今までと同じよ

うな形で考えているところでございます。 

   それで、集団接種、今月いっぱいで終わる

わけでございますが、その後接種を希望され

る１、２回接種の方につきましては、受付は

あくまでも町のほうでさせていただきます。

ある程度、６人という１つのロットがござい

ますので、６人まとまらないとなかなかでき

ない、そういったことも踏まえまして、医師

会と協議しまして、そういったまとまった人

数がなった段階で、協力いただける医療機関

にご案内するというような形になりますので、

直接医療機関に申込みというわけではなくて、

町に申し込んでいただいた中で医療機関を紹

介する、時間を指定してご案内するという形

になりますので、そういったシステムでやっ

ていきたいということでございます。 

○漆山光春議長 「佐藤商工観光課長」 

○佐藤晃一商工観光課長 12ページの河北町飲食

業等持続化支援金の簡単な内容でございます

けれども、対象者が町内に本店事業所を有し

ている事業者でありまして、令和３年７月か

ら９月の３か月間の総事業収入がその前年同

月又は前々年の同月と比較しまして３割以上

減少していることが条件となります。 

   また、支援金につきましては、総事業収入

の月平均減少額の10分の３、最大30万円とい

うふうな内容でございます。 

   こちらにつきましては、本日ご可決いただ

ければ11月１日の町報等でもお知らせしてい

きたいというふうに考えております。 

   また、状況でございますけれども、日中の

状況につきましては、おそば屋さん等の飲食

業が主なことになるかと思いますけれども、

こちらにつきましては、これまでは河北町の

場合、仙台圏からお越しになるお客様がたく

さんおられましたけれども、このコロナ禍で

なかなか来ていただけなかったということも

ありましたが、先日、県をまたぐことについ

ての規制が緩和になったというふうなことも

ありましたので、先週あたりの土日からは、

また少しずつですけれども戻ってきているの

かなというふうに考えているところでござい

ます。 

   ただ、夜間の事業者につきましては、なか

なか戻らない状況が続いているというふうに

感じております。ある事業者では、夜間の営

業だけではなかなか難しいので、仕出しなど

の事業も展開して事業継続を行っているとい

うふうなところを聞いているところでござい

ます。 

○漆山光春議長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場弘昭生涯学習課長 10款４項５目のサハト

べに花費の中で、管工事でトイレの改修を行

うわけですが、停電になったときに使用でき

るのかということにつきましては、自家発電

装置を備えてございますので、その点、停電

に対する対応は可能ということでございます。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 分かりました。 
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   １回から２回目をこれからと考えている人

には受付は町でということだということで、

ここら辺が、医療機関で直接かなと私も思っ

ていたので、ここはよくアピールしてもらっ

て、分かるようにしてもらって、思ったけど

もう終わってしまってもうだめだなとあきら

めないように、窓口が見えるような形はぜひ

知っておいてもらいたいというふうに思いま

す。 

   それから、飲食業持続化支援金については、

なかなか本当に、こんな状態が長いあれもあ

るので、持続化をあきらめるというようなこ

とにならないように、ぜひ継続して、いろい

ろと情報提供もしてもらいたいと。これ、受

付開始はいつというふうになるのか、お聞き

しておきたいと思います。 

   それから、水栓の自動化、トイレの洋式化

なんですが、自家発電もありますが、こうい

ったところ、その機種的に、いつもは電気で

あれだけども、そのときには何か手でも動か

せるみたいなとか、水栓なんかも、トイレな

んかも電気式でもうボタンを押せば流せるん

だけど、そうじゃないときにはレバーも流せ

るみたいな、回すと、そんなふうな機能があ

えてついていたほうがいいみたいなこともあ

ると思うんですね。フルオートではなくて、

多分水道はちょっとした停電ぐらいだと使え

る場合も多いと思うので、そうしたときに使

えるようにという機能にしておいた方がいい

んじゃないかなと思うんですが、その辺はど

うでしょうか。いざという時にちゃんと使え

るというところはしっかり確認しておいたほ

うがいいんじゃないかと思うんですが、いか

がでしょうか。もう一度お聞きします。 

○漆山光春議長 「佐藤商工観光課長」 

○佐藤晃一商工観光課長 河北町飲食業等持続化

支援金の受付でございますけれども、本日ご

可決いただきましたら、早急に交付要綱の公

布を行いまして、その日をもちまして受付を

開始したいというふうに考えております。 

   また、こちらにつきましては、申込み期限

を、予定としましては11月30日までというふ

うなことで考えているところでございます。 

○漆山光春議長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場弘昭生涯学習課長 停電中にも使えるよう

なトイレというようなことで、内容について

も詳細確認をしながら、使えるものについて

ちょっと研究をしながら今後の発注につなげ

ていければと思います。 

○漆山光春議長 暫時休憩します。 

     休 憩  午前１０時１１分 

     再 開  午前１０時１２分 

○漆山光春議長 休憩を解いて再開します。 

   「秋場生涯学習課長」 

○秋場弘昭生涯学習課長 サハトべに花のトイレ

でございますが、停電のときに全て水が流れ

ない、あるいはどういった問題、課題もある

であろうということでありますが、自動水栓

化、全てがということでなく、停電時にも水

が使えるような状況を検討していきたいと思

います。 

○漆山光春議長 「佐藤商工観光課長」 

○佐藤晃一商工観光課長 大変失礼しました。 

   河北町飲食業等持続化支援金の受付でござ

いますけれども、本日ご可決いただきました

ら、早急に交付要綱の決裁を取りまして、来

週中には受付を開始したいというふうに考え

ております。 

   また、関係する事業所につきましては、個

別に、ダイレクトに案内もしていきたいとい

うふうに考えております。 

○漆山光春議長 「10番木村章一議員」 

○10番（木村章一議員） 停電時も水栓が使える

ように、コロナ対応ということもあって、自

動水栓って非常に触れずに使えるんで便利な

んですが、意外と停電すること考えてない、
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そういう機種も多いんですね。 

   そういう中で、できればそういうときには

停電時も使えるみたいな機能があったり、あ

と、トイレなんかも流せたりするように、手

動で流せたりするとかいうのに配慮もぜひし

ておいたほうがいいと。 

   そのために、例えば停電時、地震とか何か

でサハトにどんと避難者が来たときほど、い

っぱい使われるわけです。ところが、その新

しくなったものが電気式で使えないところも

いっぱいあるみたいな、にならないようにす

るということも、ぜひ考えて、改修していな

いところを残すというよりは、停電しても全

部使えるように考えておくというほうが本筋

かなと思うんですが、いかがでしょうか。 

   持続化支援金の開始日については、分かり

ました。 

○漆山光春議長 「秋場生涯学習課長」 

○秋場弘昭生涯学習課長 手動式のものを残す、

あるいは停電時にも使えるような状況にする

ということで、そこを検討してまいりたいと

思います。 

○漆山光春議長 以上で、10番木村章一議員の質

疑を終わります。 

   以上で質疑を終結します。 

   討論に入ります。討論ありませんか。 

   （「なし」の声あり） 

   討論なしと認めます。 

   採決します。 

   本案を原案のとおり決するに賛成の議員の

起立を求めます。 

   （賛成者起立） 

   賛成全員であります。 

   よって、議第85号令和３年度河北町一般会

計第７回補正予算については、原案のとおり

可決しました。 

○漆山光春議長 以上で、本臨時会に付議されま

した事件は、全て議了しました。 

   これをもって、令和３年10月河北町議会臨

時会を閉会します。 

   お疲れさまでした。 

午前１０時１５分  閉 会  
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